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入  札  公  告 

 

制限付き一般競争入札を次のとおり実施するので、野々市市財務規則（昭和59年野々市町規則第１

号）第110条の規定により公告する。本入札は、開札後に資格要件の適否審査を行い、落札者を決定す

る事後審査型制限付き一般競争入札とする。 

 

 令和８年１月７日 

 

野々市市長 粟   貴 章 

 

第１ 一般競争入札に付する事項 

 ０ 工事担当課     野々市市 介護長寿課 

１ 工 事 名      福祉複合施設 つばきの杜ののいち大規模改修工事（建築） 

（ゼロ債務） 

 ２ 工事場所      野々市市矢作三丁目 地内 

 ３ 工  期      令和８年４月１日 ～ 令和８年11月25日 

４ 工事概要      増築・改修工事 本体増築部分：鉄骨造平屋建て   ２７３㎡ 

                    本体改修部分：ＲＣ造平屋建て １，４８０㎡ 

外構工事 

５ 予定価格      ５２９，７００，０００円（税抜き） 

６ 低入札基準価格   有 

 ７ 入札方法      電子入札による 

 

第２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

   次に掲げる要件を満たしている２者により構成される特定建設工事共同企業体（以下「共同企

業体」という。）とする。 

 １ 共同企業体の構成員の共通資格 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）本入札の公告の日からこの工事の開札の日までのいずれの日においても、野々市市指名競

争入札参加資格者の指名停止に関する要綱（平成17年野々市町告示第113号）に基づく指名停

止期間中でないこと。 

（３）この工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連が

ある者でないこと。 

（４）入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

（５）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又

は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でな

いこと。ただし、手続開始決定後、資格の再認定を受けた者は除くものとする。 

（６）役員（役員として登記、又は届出されていないが、事実上経営に参画している者を含む。）

が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号

に規定する暴力団員、又は暴力団関係者（暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与す

る等これと交わりを持つ者をいう。）と認められる者でないこと。 

（７）野々市市の市税を滞納していないこと。 
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２ 共同企業体の代表者に必要な資格 

   次に掲げる要件の全てに該当する者とする。 

（１）建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の許可に係る主たる営業所の所在地が石

川県石川土木総合事務所管内又は石川県県央土木総合事務所管内にあること。 

  （２）令和７・８年度における野々市市指名競争入札参加資格者名簿において、建築一式工事の

総合点数が1,000点以上であること。 

（３）令和７・８年度野々市市競争入札参加資格審査申請時に提出した経営事項審査結果通知書

において、建築一式工事の年間平均完成工事高が741,000千円以上であること。 

（４）次に掲げるア及びイの要件を満たす主任（監理）技術者を配置できること。 

ア ３カ月以上の雇用関係にある者 

  イ 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者 

  ※ この工事の配置予定技術者については、「野々市市が発注する建設工事における技術者及

び現場代理人の兼務等の取扱いに関する要領」第２条（主任技術者の兼務）及び第４条（監

理技術者補佐を配置することによる監理技術者の兼務）による兼務は認めない。 

（５）平成27年度以降に石川県内において、公共機関等（国、地方公共団体、公団又は公社等）

が発注した延床面積1,200㎡以上の建築物で、主要な構造物が鉄骨造又は鉄筋コンクリー

ト造の建築物の新築、増築、改築又は修繕に係る建築一式工事を元請として施工した実績

（施工中を除く。）を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30％

以上の場合に限る。） 

（６）営業年数が５年以上あること。 

（７）施工能力及び出資比率が構成員中最大であること。 

３ 共同企業体その他の構成員に必要な資格 

  共同企業体の代表者を除くその他の構成員は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。 

（１）建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の許可に係る営業所の所在地が野々市市

内にあること。 

  （２）令和７・８年度における野々市市指名競争入札参加資格者名簿において、建築一式工事の

総合点数が800点以上であること。 

（３）令和７・８年度野々市市競争入札参加資格審査申請時に提出した経営事項審査結果通知書

において、建築一式工事の年間平均完成工事高が158,000千円以上であること。 

（４）次に掲げるア及びイの要件を満たす主任（監理）技術者を配置できること。 

ア ３カ月以上の雇用関係にある者 

  イ 一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有する者 

  ※ この工事の配置予定技術者については、「野々市市が発注する建設工事における技術者及

び現場代理人の兼務等の取扱いに関する要領」第２条（主任技術者の兼務）及び第４条（監

理技術者補佐を配置することによる監理技術者の兼務）による兼務は認めない。 

（５）平成27年度以降に石川県内において、公共機関等（国、地方公共団体、公団又は公社等）

が発注した延床面積500㎡以上の建築物で、主要な構造物が鉄骨造又は鉄筋コンクリート

造の建築物の新築、増築、改築又は修繕に係る建築一式工事を元請として施工した実績（施

工中を除く。）を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が30％以上

の場合に限る。） 

（６）営業年数が５年以上あること。 

４ 共同企業体の結成 

（１）構成員の数は、代表者とその他の構成員の２者とする。 

（２）結成方式は、自主結成とする。 
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（３）同一の業者が複数の共同企業体の構成員となることはできない。 

（４）構成員の出資比率は、30％以上とする。 

 

第３ 設計図書等の閲覧方法 

 １ 閲覧方法        

入札情報システムの入札予定画面から本工事に係る設計図書等をダウンロードすること。 

 ２ 閲覧期間        

入札公告日から令和８年１月23日（金）午後８時00分まで 

 

第４ 設計図書等の質問及び回答 

１ 質問期限 

  令和８年１月14日（水）正午まで（締切厳守） 

２ 質問方法 

設計図書等に関して質問があるときは、簡易な事項に関するものを除き、質疑書に記載の上メ

ールにて行うこと。質疑書は、野々市市ホームページからダウンロードすること。質疑書を送信

するときの表題は、「【質疑書】調達案件名称・自社名称もしくは共同企業体の名称」とすること。 

 ３ メール送付先 

総務部企画財政課  kikakuzaisei@city.nonoichi.lg.jp 

なお、メール送信した場合は、総務部企画財政課契約入札係（電話076-227-6032）にメール到

達確認の電話を入れること。 

 ４ 質問の回答 

令和８年１月16日（金）午後３時00分までに入札情報システムにより回答を公表する。入札予

定画面からダウンロードすること。 

なお、いずれの入札参加者からも質問がなかった場合については、その旨公表しない。 

  

第５ 入札参加申込手続き  

   この入札に参加を希望する者は、入札参加申請書（様式第１号）を添付の上、野々市市電子入

札システムにおいて参加申込をすること。入札参加申請書を添付する際のファイルの名称は、「調

達案件名称・共同企業体の名称」とすること。添付する書類の形式等は野々市市電子入札運用基

準「３．関係書類の提出」に従うこと。 

１ 受付期間 

令和８年１月16日（金）午前９時00分から令和８年１月20日（火）正午まで（時間厳守） 

 ２ 提出書類 

（１） 特定建設工事共同企業体協定書（甲） 

（２） 委任状（特定企業体用） 

 ３ 紙入札方式の承認 

やむを得ない理由（注）により電子入札システムで参加できない者は、入札参加申請書及び紙

入札方式承認願を令和８年１月20日（火）正午までに総務部企画財政課へ直接持参の上、提出す

ること。 

（注）やむを得ない理由 

（ア）商号及び名称、所在地、代表者の変更により、電子証明書（以下「ＩＣカード」とい

う。）の取得が間に合わない場合 

（イ）ＩＣカードの破損、盗難等による再発行手続き中の場合 
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第６ 入札執行の場所及び日時  

 １ 入札執行の場所    野々市市三納一丁目１番地 野々市市役所内 

２ 入札開始日時     令和８年１月22日（木）午前９時00分 

 ３ 入札書提出締切日時  令和８年１月23日（金）午後１時00分 

４ 開札日時       令和８年１月26日（月）午前８時40分 

 

第７ 工事費内訳書の提出 

     入札に際し、工事費内訳書（Excel）を必ず提出すること。工事費内訳書の様式は自由である

が、内訳金額の明らかなもので、入札書に記載されている入札金額に対応したものであること。 

また、電子入札システムに添付する際は、工事費内訳書のファイル名を「調達案件名称・共同

企業体名称」とすること。 

 

第８ 入札保証金 

   免除する。 

 

第９ 入札参加資格審査 

１ 開札時点では、落札を保留して、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込を

した者を落札候補者として入札参加資格の審査を行うこととする。ただし、低入札基準価格を下

回る入札があった場合は、野々市市低入札基準価格取扱要綱（平成20年野々市町告示第122号）

に基づき落札候補者を決定する。 

なお、最低の価格をもって申込をした者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて

落札候補者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、

これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

入札参加申請者は、第10に掲げる書類について本工事の開札日時までに用意し、落札候補者と

なる旨の宣言又は通知を受けた者は、令和８年１月26日（月）正午までに総務部企画財政課あて

にメールすること。資格審査提出書類を送信するときの表題は、「【資格審査】調達案件名称・共

同企業体名称」とすること。 

 ２ メール送付先 

総務部企画財政課  kikakuzaisei@city.nonoichi.lg.jp 

なお、メール送信した場合は、総務部企画財政課契約入札係（電話076-227-6032）にメール到

達確認の電話を入れること。 

 

第10 資格審査提出書類及び留意事項 

１ 入札参加資格確認申請書（様式第２号） 

 ２ 同種・類似工事の施工実績調書（様式第３号） 

共同企業体の代表者は第２．２（５）、その他構成員は第２．３（５）に該当する実績を記載

すること。 

   なお、調書に記載した工事に係る契約書の写し又はＣＯＲＩＮＳカルテを添付すること。 

 ３ 配置予定技術者調書（様式第４号） 

   本工事に配置予定の現場代理人及び主任技術者等を記載すること。現場代理人が主任技術者等

を兼ねる場合は、その旨記載すること。 

   なお、配置予定技術者の資格、免許証等の写し及び雇用関係のわかる雇用保険の写し等を添付

すること。 

 ４ 経営事項審査結果通知書 



                                      入札番号 145 

 

 5 

令和７・８年度野々市市競争入札参加資格審査申請時に提出した経営事項審査結果通知書（写

し）及び審査基準日が本入札公告日から直近の経営事項審査結果通知書（写し） 

   

第11 落札者の決定 

   落札候補者の入札参加資格を審査し、落札候補者が入札参 加資格を有していると認めた場合

には、落札者として決定し、その旨を通知する。 

 

第12 落札価格 

   落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算し

た金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落

札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

 

第13 入札に関する無効事項 

 本公告に示した入札参加資格の無い者、申請書に虚偽の記載をした者、その他野々市市競争入

札心得（令和６年10月１日施行）に違反した者の入札は無効とする。 

  

第14 契約の条件 

 １ 契約書の要否     要（落札決定の通知を受けた日から起算して５日以内（野々市市の休

日を定める条例に規定する休日を除く。）に仮契約書により契約を締

結すること。なお、この契約については、議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和39年野々市町条例第３号）

第２条の規定により、議会の議決に付すべきものであるため、当該仮

契約は議会で議決をされたときに本契約となるものとする。ただし、

市は、当該議案が議会において議決されなかった場合においては、仮

契約の相手方に対していかなる責任も負わない。） 

 ２ 契約保証金      要（請負金額の100分の10以上） 

 ３ 工事代金の支払条件等 

    前払金       有（請負金額の40％以内。10万円未満切り捨て。） 

              本工事は債務負担行為（ゼロ債務）事業につき、工事請負契約に係る

前金払の請求については、翌年度（令和８年４月１日）以降の手続き

となる。 

    中間前払金     有（前金払をした工事で請負金額の20％以内。10万円未満切り捨て。） 

    部分払い      無 

 

第15 その他 

１ 本工事の施工にあたっては、必要な許可、技術者の選任等を含め、建設業法等の関係法令を遵

守すること。 

２ 野々市市は、本工事に係る入札参加資格条件を満たす者が入札参加申込をしないことを理由に

不利益な取扱いは行わない。 

 ３ 提出資料の作成に要する費用は、入札参加申込者の負担とする。また、提出資料は返却しない。 

 

第16 契約の条項等を示す場所及び問い合わせ先 
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   野々市市総務部企画財政課契約入札係 

〒921-8510 石川県野々市市三納一丁目１番地 

     電話 076-227-6032   FAX 076-227-6255 

 


